
第
三
章　

福
野
神
明
社
と
神
社
関
係
の
行
事
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こ
の
章
で
は
福
野
神
明
社
に
関
す
る
こ
と
、
お
よ
び
夜
高
・
曳
山
行
事
の
期
間
中

に
神
職
が
主
に
関
わ
る
行
事
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
な
お
、
行
事
の
詳

細
に
つ
い
て
は
浦
町
が
当
番
町
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

第
一
節　

福
野
神
明
社
に
つ
い
て

第
一
項　

福
野
神
明
社
の
歴
史

福
野
神
明
社
は
、
富
山
県
南
砺
市
福
野
一
八
〇
一
番
地
、
福
野
の
横
町
に
鎮
座

す
る
。
御
祭
神
は
、
天
照
皇
大
神
と
豊
受
皇
大
神
の
二
神
で
あ
る
。
福
野
の
人
々
か

ら
は
、
家
内
安
全
、
無
病
息
災
、
五
穀
豊
穣
、
商
売
繫
盛
の
神
社
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
町
立
て
後
の
大
火
か
ら
の
復
興
を
見
守
っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
、
困
難
を
乗
り

越
え
て
幸
福
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
も
崇
拝
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
春
の
例
祭
は
毎

年
五
月
二
日
、
秋
の
例
祭
は
毎
年
九
月
八
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

創
建
は
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
五
月
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
の
二
月
、
大

火
が
起
こ
っ
て
福
野
の
町
の
全
戸
が
焼
失
し
、
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

町
を
再
建
す
る
な
か
で
、
町
を
守
護
す
る
氏
神
と
し
て
伊
勢
神
宮
の
御
分
霊
を
勧
請

し
た
の
が
福
野
神
明
社
で
あ
る
。
現
在
、
福
野
神
明
社
に
は
、
こ
の
と
き
の
伊
勢
神

宮
の
御
分
霊
と
も
い
わ
れ
る
古
い
大
麻
（
一
万
度
御
祓
大
麻
）
が
残
さ
れ
、
こ
れ
に

は
「
伊
勢
御
師
大
森
三
郎
大
夫
」
と
い
う
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
も
い
う
（
福
野
夜

高
保
存
会
二
〇
〇
三
）
。

社
殿
も
ま
た
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
に
建
築
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
社

殿
の
改
築
・
再
建
・
葺
替
え
等
を
中
心
に
そ
の
後
の
動
き
を
み
て
い
く
と
、
正
徳
五

年
（
一
七
一
五
）
二
月
に
本
殿
が
改
築
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。こ
の
と
き
の
古
い
本
殿
は
、

境
内
末
社
の
一
つ
、
天
満
宮
の
社
殿
に
再
利
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
延

享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
も
社
殿
の
修
復
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
文
政
一
三

年
（
一
八
三
〇
）
か
ら
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
か
け
て
本
殿
、
幣
殿
、
拝
殿
の

大
規
模
な
再
建
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
流
れ
造
り
の
板
葺
き
と
な
り
、
こ
れ
が
現

在
ま
で
の
本
殿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
部
材
は
、
大
坂
の
熊
野
屋
理
兵
衛
か

ら
大
小
の
桧
材
四
四
本
を
購
入
し
、
海
運
（
西
廻
り
航
路
）
で
伏
木
（
現
高
岡
市
伏

木
）
ま
で
運
ん
だ
後
、
小
矢
部
川
を
船
で
遡
っ
て
津
澤
（
現
小
矢
部
市
津
沢
）
ま
で

運
び
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
は
陸
送
で
福
野
ま
で
運
ん
だ
と
さ
れ
る
。
再
建
に
あ
た
っ

て
は
、
大
工
棟
梁
の
井
波
の
宮
大
工
・
松
井
角
平
を
筆
頭
に
、
井
波
の
石
工
・
甚
吉
、

高
岡
の
錺
金
具
職
人
、
井
波
の
彫
刻
師
ら
多
く
の
職
人
た
ち
の
参
画
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
経
費
は
、
銭
二
七
二
〇
貫
七
〇
五
文
、
銀
二
貫
四
二
一
匁
一
分
一
厘

で
あ
っ
た
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
再
建
に
伴
う
遷
座
祭
が
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
六
月
一
日
に
行
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
際
に
詠
ま
れ
た
祝
詞
も
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
祝
詞
は
、
佐
野
（
現
高

岡
市
佐
野
）
の
十
村
で
国
学
者
で
も
あ
っ
た
五
十
嵐
篤
好
が
作
文
し
、
野
尻
（
現
南

砺
市
野
尻
）
の
十
村
の
菊
池
六
郎
右
衛
門
之
則
が
書
き
、
奉
読
は
肝
煎
の
上
保
吉
左2.絵馬堂

1. 福野神明社
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衛
門
で
あ
っ
た
と
い
う
。
作
者
や
年
代
の
判
明
し
て
い
る
祝
詞
と
し
て
は
富
山
県
内

で
現
存
最
古
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
に
「
天
保
三
年
福

野
神
明
社
遷
座
祭
祝
詞
」
と
し
て
南
砺
市
（
当
時
は
福
野
町
）
の
指
定
文
化
財
・
古

文
書
に
も
な
っ
て
い
る
。

明
治
時
代
に
入
っ
て
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
村
社
と
な
る
。
明
治
三
六

年
（
一
九
〇
三
）
に
草
槇
板
で
葺
替
え
が
行
わ
れ
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に

は
神
饌
幣
帛
料
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
幣
殿
の
増
改
築
も
行
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
五
月
に
は
境
内
入
り
口
の
大
石
鳥
居

が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
時
代
に
入
る
と
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
一
二
月
、
境
内
二
四
〇
坪
増

加
の
許
可
が
申
請
さ
れ
た
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
よ
り
本
殿
の
基
礎
を
上
げ

る
と
と
も
に
、
屋
根
を
銅
板
に
葺
替
え
直
し
て
お
り
、
そ
の
遷
座
祭
を
昭
和
一
二

年
（
一
九
三
七
）
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
本
殿
の
上
屋
で
あ
っ
た
建
物
は
、
境

内
に
移
築
改
造
さ
れ
て
現
在
の
絵
馬
堂
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
四
年
に
は
、
射
水
神

社
の
平
尾
三
郎
宮
司
の
書
い
た
社
標
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）
一
月
か
ら
昭
和
九
年
三
月
に
か
け
て
福
野
神
明
社
の
前
の
水
路
・
芝

井
川
か
ら
の
取
水
工
事
も
行
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
境
内
に
は
今
日
で
も
欅
や
杉
の
大
木
が
何
本
か
み
ら
れ
る
が
、
昭
和
三
〇

年
代
ま
で
は
今
よ
り
も
樹
木
が
多
く
、
鬱
蒼
と
し
た
杜
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
。

平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
の
『
福
野
町
史
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
祭
具
・
神

具
を
抜
粋
し
て
お
く
と
、
「
本
殿
内
陣
扉
前
に
雲
形
台
金
属
鏡
、
中
門
両
側
に
猫
足

型
釣
灯
籠
、
幣
殿
奥
に
ガ
ラ
ス
釣
鏡
、
三
本
立
金
幣
、
金
属
瓶
子
、
真
榊
、
春
日
型

灯
籠
、
幣
殿
天
井
に
六
角
釣
灯
籠
、
両
側
に
内
侍
灯
籠
、
幣
殿
手
前
両
側
に
六
角
型

台
灯
籠
、
拝
殿
天
井
に
六
角
菱
型
釣
灯
籠
、
柱
掛
照
明
器
（
二
対
）
、
胴
長
太
鼓
（
二

基
）
、
向
拝
に
鈴
緒
（
本
坪
鈴
）
、
拝
殿
四
隅
に
四
神
旗
、
拝
殿
縁
側
に
社
名
旗
、
中

庭
に
日
月
錦
旗
、
御
神
幸
行
列
用
五
色
旗
、
神
輿
、
幔
幕
（
本
殿
、
拝
殿
、
社
務
所
）
」

（
四
二
三
頁
）
と
あ
る
。

第
二
項　

福
野
神
明
社
の
社
宝

福
野
神
明
社
の
社
宝
と
し
て
は
、
「
御
神
輿
」
の
ほ
か
、
「
北
野
社
頭
阿
国
歌
舞

伎
図
屏
風
」
や
「
俳
句
額
」
な
ど
が
あ
る
。

「
御
神
輿
」
は
、
い
つ
か
ら
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
城
端
の
治
五
右
衛
門

に
よ
る
漆
工
が
施
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
四
月

に
京
都
で
全
面
的
な
修
復
を
行
っ
て
い
る
。

「
北
野
社
頭
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
」
は
、
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）
前
後
に
狩

野
派
の
絵
師
（
一
説
に
江
戸
時
代
初
期
の
絵
師
・
岩
佐
又
兵
衛
と
も
い
う
）
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
屏
風
絵
で
あ
る
。
六
曲
一
双
の
左
隻
の
み
で
あ
る
が
、

北
野
天
満
宮
を
背
景
に
、
社
前
で
興
行
す
る
阿
国
歌
舞
伎
の
賑
わ
い
を
描
い
て
お

3.御神輿

4. 俳句額
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り
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
御
蔵
町
の
氏
子
に
よ
っ
て
奉
納
寄
進
さ
れ
た
。
明

治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
修
復
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
に
富

山
県
指
定
文
化
財
・
絵
画
と
な
っ
て
い
る
。

「
俳
句
額
」
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
呂
行
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
砺
波
地
方
の
文
人
、
僧
侶
、
商
人
な
ど
の
俳
句
愛
好
家
の
句
が
記
さ
れ
た

色
漆
塗
り
の
短
冊
二
〇
枚
が
取
り
付
け
ら
れ
た
優
美
な
も
の
で
、
城
端
の
八
代
目
治

五
右
衛
門
の
作
と
さ
れ
る
。
こ
の
地
域
で
俳
諧
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
、
「
神
明
社
の
俳
句
額
」
と
し
て
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
に
南
砺
市
（
当
時

は
福
野
町
）
の
指
定
文
化
財
・
工
芸
品
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
社
宝
と
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
上

町
の
江
田
屋
勘
助
が
伊
万
里
に
特
注
し
て
奉
納
し
た
「
伊
万
里
染
付
御
神
前
徳
利
」

も
あ
る
。

第
三
項　

境
内
末
社

境
内
末
社
に
は
、
天
満
宮
と
稲
荷
社
の
二
社
が
あ
る
。

天
満
宮
は
、
菅
原
大
神
（
菅
原
道
真
公
）
を
祭
神
と
す
る
。
毎
年
一
〇
月
二
五

日
に
例
祭
が
行
わ
れ
る
。
創
建
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
と
は
別
の
地
に
鎮
座
し
て

お
り
、
荒
れ
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
を
福
野
神
明
社
に
隣
接
す
る
恩
光
寺
が
祀
る
よ
う

に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
福
野
神
明

社
を
再
建
し
た
際
、
そ
の
旧
本
殿
を
天
満
宮
と
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
機
に
福

野
神
明
社
の
境
内
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
社
殿
は
、
平
成
三
年

（
一
九
九
一
）
ま
で
現
役
で
あ
っ
た
。
現
在
の
社
殿
は
、
同
年
九
月
の
社
務
所
の
新

築
に
合
わ
せ
て
旧
井
波
町
墓
浦(

現
南
砺
市
専
勝
寺)

に
あ
っ
た
八
幡
社
の
社
殿
を

譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

御
神
体
の
菅
公
木
像
は
、
元
久
年
間
（
一
二
〇
四
～
一
二
〇
六
）
の
作
と
も
伝

え
ら
れ
、
も
と
は
福
野
の
某
家
に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、
し
ば
し
ば
不
思
議
な
出
来

事
が
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
天
満
宮
に
遷
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
宝
物
と
し
て
、
菅
公
七
代
目
の
高
辻
大
納
言
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
菅
公
大

画
幅
が
あ
り
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
寺
井
屋
他
八
郎
が
寄
付
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
明
治
時
代
に
修
復
さ
れ
た
後
、
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
も
修
復

さ
れ
て
い
る

明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
七
月
二
三
日
か
ら
三
日
間
、
こ
の
天
満
宮
で
菅
原

道
真
公
没
後
生
誕
一
千
年
祭
が
執
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
福
野
の
開
町
二
五
〇
年
も

兼
ね
て
行
わ
れ
た
記
念
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
天
満
宮
の
開
扉
が
あ
り
、
家
々

で
は
紙
花
を
飾
り
付
け
た
角
行
燈
を
軒
先
に
掲
げ
、
各
町
内
か
ら
は
曳
山
、
庵
屋
台
、

獅
子
舞
、
手
踊
り
な
ど
を
だ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

稲
荷
社
は
、
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
六
月
に
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
て
野
尻
（
現

南
砺
市
野
尻
）
に
あ
っ
た
法
厳
寺(

石
武
雄
神
社
の
別
当
寺)

が
寄
進
し
た
も
の
と

5.天満宮

6. 稲荷社
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さ
れ
、
倉
稲
魂
神
（
宇
迦
御
魂
神
）
を
祭
神
と
す
る
。
横
町
の
桶
屋
平
助
が
代
価

一
〇
〇
文
で
請
負
い
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
四
月
に
遷
座
祭
を
行
っ
た
。
そ
の

後
、
一
時
的
に
社
殿
が
西
上
町
に
移
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）

に
今
の
場
所
に
戻
っ
た
と
い
う
。

祭
日
は
、
春
祭
り
が
毎
年
四
月
一
八
日
、
秋
祭
り
が
毎
年
一
〇
月
一
五
日
で
あ

る
（
春
祭
り
は
一
時
期
毎
年
六
月
一
七
日
に
変
更
さ
れ
た
が
、
当
日
は
天
候
の
良
く

な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
再
び
毎
年
四
月
一
八
日
に
戻
し
た
と
い
う
）
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
境
内
に
は
招
魂
社
も
あ
り
、
毎
年
九
月
八
日
に
招
魂
祭
が
執

り
行
わ
れ
て
い
る
。

第
二
節　

福
野
神
明
社
に
か
か
る
祭
礼

第
一
項　

安
全
祈
願
祭

こ
こ
か
ら
は
夜
高
・
曳
山
行
事
期
間
中
に
行
わ
れ
る
祭
典
及
び
諸
行
事
を
順
に
み

て
お
き
た
い
。

安
全
祈
願
祭
は
、
毎
年
五
月
一
日
の
一
三
時
か
ら
一
三
時
四
〇
分
の
予
定
で
、
福

野
神
明
社
で
行
わ
れ
る
。
安
全
祈
願
祭
は
、
こ
の
日
と
翌
日
の
夜
に
曳
き
出
さ
れ
る

行
燈
と
そ
の
関
係
者
の
安
全
を
祈
願
す
る
神
事
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
参
加
者

も
行
燈
を
曳
き
出
す
七
つ
の
町
内
の
裁
許
で
あ
る
。

ま
ず
拝
殿
に
各
町
内
の
裁
許
が
並
ぶ
。
本
殿
に
向
か
っ
て
左
端
か
ら
、
御
蔵
町

の
裁
許
二
人
、
新
町
の
裁
許
四
人
、
七
津
屋
の
裁
許
三
人
、
上
町
の
裁
許
三
人
、
横

町
の
裁
許
四
人
、
辰
巳
町
の
裁
許
三
人
、
浦
町
の
裁
許
三
人
で
あ
る
（
調
査
時
の
当

番
町
は
浦
町
で
あ
る
。
当
番
町
の
裁
許
が
一
番
右
端
と
な
り
、
そ
の
右
横
に
神
職
が

い
る
）
。

各
町
の
裁
許
が
拝
殿
に
参
集
す
る
と
、
宮
司
以
下
神
職
に
よ
り
安
全
祈
願
祭
が
行

わ
れ
る
。
神
楽
太
鼓
に
次
い
で
修し

ゅ
ば
つ祓

、
御
祓
い
と
な
る
。
更
に
献け

ん
せ
ん饌

、
祝の

り
と
そ
う
じ
ょ
う

詞
奏
上
、

資料1.福野神明社が直接関係する行事一覧
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玉
串
拝
礼
と
続
く
。
玉
串
拝
礼
で
は
、
神
職
に
次
い
で
当
番
町
の
裁
許
長
が
玉
串
を

捧
げ
て
二
拝
二
拍
手
一
拝
の
作
法
で
拝
礼
を
行
う
。
参
列
者
は
代
表
に
合
わ
せ
て
列

拝
す
る
。
そ
の
後
、
撤て

っ
せ
ん饌

、
最
後
に
再
び
神
楽
太
鼓
が
打
た
れ
、
宮
司
か
ら
参
列
者

に
挨
拶
が
あ
る
。

こ
の
後
、
直な

お
ら
い会

と
な
る
。
ま
ず
当
番
町
の
裁
許
か
ら
盃
と
御
つ
ま
み
が
裁
許
全

員
に
配
ら
れ
る
。
御
つ
ま
み
は
、
輪
切
り
の
蒲
鉾
二
切
れ
と
ス
ル
メ
（
イ
カ
を
細
く

割
い
て
甘
辛
く
煮
込
ん
だ
も
の
）
で
あ
る
（
調
査
時
は
、
福
野
の
ち
ゃ
ん
こ
亭
か
ら

調
達
し
て
い
る
）
。
盃
と
御
つ
ま
み
が
裁
許
全
員
に
行
き
渡
る
と
、
当
番
町
の
裁
許

長
が
裁
許
全
員
の
盃
に
酒
を
注
い
で
ま
わ
る
。
裁
許
全
員
に
注
ぎ
終
わ
る
と
、
春
の

例
祭
の
安
全
と
各
町
内
の
発
展
を
祈
念
し
て
当
番
町
の
裁
許
長
が
挨
拶
を
し
て
乾
杯

す
る
。
裁
許
全
員
が
酒
を
飲
み
干
す
と
、
当
番
町
の
裁
許
長
が
再
度
、
裁
許
全
員
の

盃
に
酒
を
注
い
で
ま
わ
る
。
や
が
て
全
員
が
酒
を
飲
み
干
す
と
安
全
祈
願
祭
は
終
了

と
な
る
。

第
二
項　

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
の
練
習

安
全
祈
願
祭
が
終
了
す
る
と
、
引
き
続
き
福
野
神
明
社
の
境
内
で
、
裁
許
全
員

で
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
の
練
習
を
行
う
。
本
殿
側
に
向
か
っ
て
右
側
に
手
前
よ
り
浦
町
の

裁
許
三
人
、
辰
巳
町
の
裁
許
三
人
、
横
町
の
裁
許
四
人
、
正
面
奥
に
上
町
の
裁
許
三

人
、
本
殿
に
向
か
っ
て
左
側
に
手
前
よ
り
御
蔵
町
の
裁
許
二
人
、
新
町
の
裁
許
四
人
、

七
津
屋
の
裁
許
三
人
と
な
る
（
調
査
時
の
当
番
町
は
浦
町
）
。
ま
ず
当
番
町
の
裁
許

が
拍
子
木
で
自
町
内
の
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
を
手
本
と
し
て
披
露
す
る
。
次
い
で
「
お
手

を
拝
借
」
と
い
う
当
番
町
の
裁
許
長
の
声
に
合
わ
せ
て
裁
許
全
員
で
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン

の
練
習
を
す
る
。
毎
年
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
の
練
習
を
す
る
の
は
、
町
内
に
よ
っ
て
微
妙

に
や
り
方
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
裁
許
間
で
緊
急
に
協
議
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
シ
ャ
ン
シ
ャ

ン
の
練
習
に
続
い
て
協
議
さ
れ
る
。
さ
な
が
ら
「
緊
急
の
裁
許
会
」
と
も
い
う
べ
き

様
相
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
調
査
期
間
中
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
関
係

の
協
議
事
項
が
あ
り
、
当
番
町
の
浦
町
か
ら
反
時
計
回
り
に
辰
巳
町
、
横
町
、
上
町
、

七
津
屋
、
新
町
、
御
蔵
町
の
順
で
各
町
内
の
意
見
を
確
認
し
た
。
ま
た
こ
の
と
き
異

論
が
出
る
と
再
度
協
議
と
な
り
、
改
め
て
浦
町
が
提
案
し
、
辰
巳
町
か
ら
反
時
計
回

り
で
順
に
確
認
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。

第
三
項　

献
燈
式

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
の
練
習
が
終
了
す
る
こ
ろ
、
福
野
神
明
社
の
拝
殿
で
は
献
燈
式

が
始
ま
る
。
献
燈
式
は
「
採さ

い

か

し

き

火
式
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
毎
年
一
四
時
頃
か

ら
行
わ
れ
る
。

各
町
内
の
年
配
の
保
存
会
会
員
や
福
野
夜
高
連
絡
協
議
会
の
役
員
な
ど
計
一
〇

人
ほ
ど
が
拝
殿
に
参
集
す
る
。
献
燈
式
は
、
福
野
夜
高
祭
連
絡
協
議
会
の
事
務
局
の8.シャンシャンの練習

7. 安全祈願祭
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司
会
で
進
行
さ
れ
る
。

幣
殿
奥
に
神
饌
が
供
え
ら
れ
、
そ
の
右
側
に
各
町
内
の
供
物
が
捧
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
供
物
の
右
側
に
各
町
内
の
提
灯
が
一
張
ず
つ
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
提
灯
は
各
町
内
の
代
表
者
が
持
参
す
る
も
の
で
、
左
端
（
供
物
の
右
）
か
ら
浦
町

（
当
番
町
）
、
辰
巳
町
、
横
町
、
上
町
、
七
津
屋
、
新
町
、
御
蔵
町
の
順
で
並
べ
ら
れ

る
。
こ
の
並
び
は
基
本
的
に
当
番
の
回
り
順
で
あ
る
。

前
述
の
安
全
祈
願
祭
と
同
様
に
、
神
楽
太
鼓
か
ら
始
ま
り
、
修
祓
、
献
饌
、
祝

詞
奏
上
と
続
く
。
こ
の
献
燈
式
の
祝
詞
で
は
、
福
野
の
町
立
て
や
神
社
の
由
緒
、
夜

高
祭
の
由
来
な
ど
も
奏
上
さ
れ
る
。
祝
詞
の
後
、
幣
殿
の
中
央
に
お
い
て
忌
火
が
切

り
出
さ
れ
る
。
協
議
会
の
一
人
が
古
式
に
則
り
火ひ

き

り

ぐ

鑽
具
を
用
い
て
清
浄
な
る
火
を
起

こ
し
、
そ
の
火
は
神
職
に
よ
り
神
饌
の
手
前
の
雪
洞
に
移
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
玉
串

拝
礼
と
な
る
。
神
職
の
拝
礼
に
続
き
参
列
者
代
表
が
拝
礼
す
る
。
最
初
に
福
野
夜
高

連
絡
協
議
会
会
長
、
次
い
で
福
野
夜
高
連
絡
協
議
会
会
長
代
行
、
福
野
夜
高
連
絡
協

議
会
副
会
長
、
浦
町
（
当
番
町
）
の
代
表
者
、
辰
巳
町
の
代
表
者
、
横
町
の
代
表
者
、

上
町
の
代
表
者
、
七
津
屋
の
代
表
者
、
新
町
の
代
表
者
、
御
蔵
町
の
代
表
者
の
順
で

行
う
。
各
町
内
の
順
は
当
番
町
の
回
り
順
で
、
御
蔵
町
は
そ
れ
と
は
別
に
最
後
と
決

ま
っ
て
い
る
。
玉
串
拝
礼
後
、
撤
饌
、
最
後
に
再
び
神
楽
太
鼓
が
打
た
れ
、
宮
司
が

挨
拶
を
し
て
神
事
は
終
了
と
な
る
。

終
了
後
、
各
町
内
の
代
表
者
が
順
に
進
み
出
て
雪
洞
か
ら
蝋
燭
で
火
を
も
ら
っ

て
自
町
内
の
提
灯
を
灯
す
。
こ
の
順
番
も
浦
町
、
辰
巳
町
、
横
町
、
上
町
、
七
津
屋
、

新
町
、
御
蔵
町
と
、
当
番
町
の
回
り
順
を
基
本
と
し
、
御
蔵
町
が
最
後
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
雪
洞
の
火
種
は
、
そ
の
ま
ま
翌
五
月
二
日
ま
で
灯
さ
れ
て
お
り
、
必
要
に

応
じ
て
貰
い
に
く
る
よ
う
に
と
神
職
か
ら
各
町
内
に
言
い
渡
さ
れ
る
。

な
お
、
現
在
の
献
燈
式
の
方
式
は
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
か
ら
始
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
か
ら
平
成
一
八
年
ま

で
は
、
福
野
町
商
工
会
が
中
心
に
な
り
神
迎
え
と
称
し
て
倶
利
伽
羅
峠
を
望
め
る
場

所
ま
で
行
っ
て
献
燈
式
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
福
野
夜
高
連
絡
協
議
会
の
提
案

も
あ
っ
て
平
成
一
九
年
か
ら
現
在
の
方
式
に
改
め
て
い
る
。

第
四
項　

中
行
燈
以
下
の
参
拝

五
月
一
日
、
各
町
内
か
ら
曳
き
出
さ
れ
る
行
燈
は
、
四
つ
角
に
集
合
し
た
後
、
順

に
福
野
神
明
社
ま
で
巡
行
し
て
参
拝
を
行
う
。
例
年
参
拝
が
始
ま
る
の
は
十
八
時
半

過
ぎ
に
な
る
。
福
野
神
明
社
入
口
の
鳥
居
の
下
に
は
御
祓
い
用
に
紙
垂
を
付
し
た
榊

枝
が
、
白
木
の
机
に
載
せ
ら
れ
、
そ
の
脇
に
神
職
一
人
が
待
機
す
る
。

各
町
内
の
中
・
小
行
燈
は
福
野
神
明
社
の
鳥
居
の
前
に
到
着
す
る
と
巡
行
を
や

め
る
。
そ
し
て
曳
い
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
全
員
、
行
燈
の
前
に
横
何
列
か
で
並
ぶ
。

最
初
に
神
職
が
子
ど
も
た
ち
の
頭
上
で
榊
の
枝
を
左
右
左
と
振
っ
て
御
祓
い
を
し
、

続
い
て
子
ど
も
た
ち
の
代
表
一
人
（
神
職
が
そ
の
場
で
適
当
に
選
ん
で
声
を
掛
け
る

9.献燈式

10. 倶利伽羅峠近隣での献燈式
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こ
と
も
あ
る
）
が
二
礼
二
拍
手
一
礼
を
す
る
。
他
の
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
合
わ
せ

て
二
礼
二
拍
手
一
礼
を
す
る
。
最
後
に
子
ど
も
た
ち
全
員
で
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
」
な
ど
と
言
っ
て
か
ら
、
再
び
行
燈
の
巡
行
を
始
め
る
。
参
拝
の
順
は
、
横

町
、
御
蔵
町
、
上
町
、
七
津
屋
、
浦
町
、
辰
巳
町
、
新
町
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
翌
五
月
二
日
に
も
各
町
か
ら
曳
き
出
さ
れ
る
中
行
燈
以
下
の
行
燈
が
福
野

神
明
社
に
参
拝
す
る
。
内
容
的
に
は
五
月
一
日
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
参
拝
す
る

順
番
だ
け
は
、
五
月
一
日
と
は
逆
で
、
新
町
、
浦
町
、
辰
巳
町
、
上
町
、
七
津
屋
、

御
蔵
町
、
横
町
と
な
る
（
こ
の
順
番
の
入
れ
替
え
で
は
、
浦
町
・
辰
巳
町
、
上
町
・

七
津
屋
、
横
町
・
御
蔵
町
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
ッ
ト
で
扱
わ
れ
る
）
。

な
お
、
こ
の
神
職
に
よ
る
中
行
燈
以
下
の
御
祓
い
は
、
神
社
側
の
主
導
で
平
成

一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
神
社
側
と
し
て

は
、
大
行
燈
に
つ
い
て
も
同
様
の
御
祓
い
を
行
う
こ
と
を
推
奨
し
て
は
い
る
が
、
実

際
は
大
行
燈
に
つ
い
て
は
各
町
内
の
参
拝
の
作
法
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
お

り
、
神
社
側
は
直
接
的
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。

第
五
項　

春
の
例
祭

春
の
例
祭
は
、
福
野
神
明
社
で
毎
年
五
月
二
日
の
一
五
時
か
ら
始
ま
り
、
一
七

時
前
に
終
了
す
る
。
例
祭
に
は
神
職
六
人
と
氏
子
総
代
、
宮
肝
煎
、
十
八
人
衆
肝
煎
、

宮
年
寄
な
ど
が
参
加
す
る
。

拝
殿
に
こ
れ
ら
の
人
々
が
参
集
す
る
と
、
ま
ず
修
祓
、
宮
司
一
拝
が
あ
り
、
オ
ー

と
い
う
警
蹕
の
中
で
本
殿
の
扉
が
開
か
れ
る
。
次
に
献
饌
で
は
、
本
殿
下
の
神
饌
所

幸
櫃
に
三
方
に
載
せ
て
用
意
さ
れ
た
神
饌
が
、
複
数
の
神
職
に
よ
り
一
台
ず
つ
恭
し

く
手
送
り
で
運
ば
れ
、
本
殿
の
扉
の
奥
に
供
え
ら
れ
る
。
次
い
で
本
殿
階
下
に
て
祝

詞
奏
上
、
玉
串
拝
礼
が
行
わ
れ
、
次
に
幣
殿
に
お
い
て
参
列
者
代
表
の
玉
串
拝
礼
が

行
わ
れ
る
。
氏
子
総
代
三
人
、
宮
肝
入
代
表
、
十
八
人
衆
代
表
、
宮
年
寄
代
表
が
一

人
ず
つ
拝
礼
す
る
。
そ
の
後
、
撤
饌
で
は
再
び
複
数
の
神
職
に
よ
り
神
饌
が
一
台
ず

つ
神
饌
所
の
幸
櫃
へ
と
下
げ
ら
れ
る
。
閉
扉
で
は
オ
ー
と
い
う
警
蹕
の
中
で
本
殿
の

扉
が
閉
じ
ら
れ
、
宮
司
一
拝
に
合
わ
せ
て
一
同
も
一
拝
す
る
。
続
い
て
宮
司
の
挨
拶
、

直
会
と
な
り
一
同
が
盃
で
お
神
酒
を
頂
き
、
春
の
例
祭
が
終
了
す
る
。

第
六
項　

曳
山
出
発
式

曳
山
出
発
式
は
、
四
つ
角
で
例
年
五
月
三
日
の
一
〇
時
か
ら
行
わ
れ
る
。
各
町

内
の
曳
山
四
基
と
上
町
・
七
津
屋
の
庵
屋
台
一
基
が
四
つ
角
に
集
合
す
る
。
巨
大
な

行
燈
の
絵
の
描
か
れ
て
い
る
町
家
の
壁
に
向
か
っ
て
左
手
に
来
賓
等
が
座
り
、
壁
の

前
に
左
か
ら
福
野
庵
唄
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
、
庵
屋
台
が
陣
取
り
、
庵
屋
台
の
右
手

に
上
町
・
七
津
屋
の
曳
山
、
横
に
新
町
の
曳
山
、
そ
し
て
こ
れ
ら
と
向
き
合
う
よ
う

に
し
て
北
陸
銀
行
と
砺
波
信
用
金
庫
の
間
の
路
上
に
横
町
の
曳
山
、
北
陸
銀
行
と
富

山
第
一
銀
行
の
間
の
路
上
に
浦
町
・
辰
巳
町
の
曳
山
が
並
ぶ
。
ま
た
各
曳
山
の
前
に12.春の例祭

11. 小行燈の参拝
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は
、
各
町
内
の
代
表
が
羽
織
袴
姿
で
並
ぶ
が
、
近
年
で
は
礼
服
姿
で
参
加
す
る
町
内

も
見
受
け
ら
れ
る
。

最
初
に
福
野
曳
山
保
存
振
興
会
長
の
挨
拶
が
あ
る
。
続
い
て
来
賓
の
御
祝
い
の

言
葉
と
な
る
。
敬
神
会
（
氏
子
総
代
）
代
表
、
南
砺
市
長
、
北
日
本
新
聞
社
砺
波
支

社
長
、
福
野
夜
高
祭
連
絡
協
議
会
会
長
、
江
戸
川
大
学
教
授
（
阿
南
透
氏
）
と
挨
拶

が
続
き
、
そ
れ
以
降
の
福
野
夜
高
連
絡
協
議
会
会
長
代
行
、
福
野
夜
高
連
絡
協
議
会

副
会
長
（
市
会
議
員
）
、
南
砺
市
商
工
会
福
野
支
部
長
、
南
砺
市
観
光
協
会
福
野
支

部
長
、
福
野
中
部
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
会
長
は
氏
名
の
紹
介
の
み
と
な
る
。

次
い
で
庵
屋
台
の
左
に
待
機
し
て
い
た
福
野
庵
唄
保
存
会
に
よ
っ
て
庵
唄
の
演

奏
が
行
わ
れ
る
。
唄
い
手
は
男
性
二
人
、
女
性
二
人
の
計
四
人
、
三
味
線
が
女
性
五

人
、
笛
が
男
性
二
人
、
太
鼓
が
男
性
一
人
の
計
一
二
人
ほ
ど
の
構
成
で
あ
る
。
庵
屋

台
の
中
で
は
演
奏
し
な
い
。

庵
唄
の
演
奏
が
終
わ
る
と
曳
山
出
発
式
は
終
了
し
、
福
野
神
明
社
に
向
け
て
巡

行
を
開
始
す
る
。
巡
行
の
順
番
は
、
先
頭
が
裁
許
長
四
人
（
横
町
、
新
町
、
浦
町
、

上
町
の
裁
許
長
）
、
続
い
て
上
町
の
庵
屋
台
、
福
野
庵
唄
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
、
新

町
の
曳
山
、
浦
町
・
辰
巳
町
の
曳
山
、
横
町
の
曳
山
、
上
町
・
七
津
屋
の
曳
山
と
な
る
。

一
行
が
福
野
神
明
社
の
鳥
居
の
前
（
予
め
鳥
居
の
下
に
は
白
木
の
机
の
上
に
御

神
酒
、
御
祓
い
用
の
榊
枝
が
舗
設
さ
れ
、
神
職
が
待
機
し
て
い
る
）
に
到
着
す
る
と
、

ま
ず
鳥
居
に
向
か
っ
て
右
に
庵
屋
台
と
庵
唄
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
が
着
き
、
庵
唄
保

存
会
の
前
に
神
職
三
人
、
庵
屋
台
の
前
に
四
つ
の
曳
山
の
保
存
会
会
長
四
人
が
着
座

す
る
。
次
い
で
鳥
居
に
向
か
っ
て
左
に
奥
か
ら
順
に
浦
町
・
辰
巳
町
の
曳
山
、
新
町

の
曳
山
、
横
町
の
曳
山
が
そ
れ
ぞ
れ
鳥
居
の
手
前
ま
で
来
て
か
ら
右
に
切
り
返
し
な

が
ら
バ
ッ
ク
し
て
着
座
す
る
。
最
後
に
鳥
居
の
真
正
面
に
上
町
・
七
津
屋
の
曳
山
が

着
座
す
る
。

そ
し
て
清

き
よ
は
ら
え
し
き

祓
式
と
な
る
。
参
加
す
る
神
職
は
三
人
で
あ
る
。
ま
ず
修
祓
（
御
祓
い
）
、

祓
詞
に
続
い
て
榊
枝
に
て
御
祓
い
が
行
わ
れ
る
。
神
饌
、
神
職
を
御
祓
い
し
、
続
い

て
曳
山
の
御
祓
い
で
あ
る
。
新
町
の
曳
山
か
ら
反
時
計
回
り
に
浦
町
・
辰
巳
町
の
曳

山
、
横
町
の
曳
山
、
上
町
・
七
津
屋
の
曳
山
、
庵
屋
台
と
福
野
庵
唄
保
存
会
の
順
に

一
基
ず
つ
御
祓
い
す
る
。
次
に
献
饌
と
な
り
、
祝
詞
奏
上
で
は
曳
山
の
来
歴
も
奏
上

さ
れ
る
。
次
に
玉
串
拝
礼
で
、
神
職
に
続
き
、
敬
神
会
代
表
（
新
町
曳
山
保
存
会
）
、

福
野
曳
山
保
存
振
興
会
会
長
（
浦
町
曳
山
保
存
会
）
、
横
町
曳
山
保
存
会
会
長
、
上
町
・

七
ツ
屋
曳
山
保
存
会
会
長
、
福
野
庵
唄
保
存
会
会
長
と
続
く
。
そ
し
て
福
野
庵
唄
保

存
会
に
よ
る
庵
唄
「
そ
ら
ほ
の
」
の
奉
納
と
な
る
。
次
い
で
、
各
曳
山
の
町
内
に
一

升
ず
つ
御
神
酒
が
配
ら
れ
、
参
列
者
全
員
に
御
神
酒
が
注
が
れ
、
神
職
の
挨
拶
と
乾

杯
で
い
た
だ
く
。
清
祓
式
が
終
わ
る
と
、
ま
ず
上
町
・
七
津
屋
の
曳
山
と
庵
屋
台
が

出
発
し
、
次
い
で
新
町
の
曳
山
、
浦
町
・
辰
巳
町
の
曳
山
、
横
町
の
曳
山
の
順
で
巡

行
を
開
始
す
る
。
な
お
、
庵
屋
台
は
巡
行
せ
ず
町
内
に
戻
る
。

13.清祓式

14. 神輿の巡幸 (獅子舞・傘鉾 )
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第
七
項　

発
輿
祭
と
神
輿
巡
幸

発
輿
祭
は
毎
年
五
月
三
日
の
一
二
時
三
〇
分
か
ら
福
野
神
明
社
で
行
わ
れ
る
。

拝
殿
の
正
面
に
神
輿
を
載
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
付
け
ら
れ
る
。
ト
ラ
ッ
ク
に
は
幕
が
張

ら
れ
、
荷
台
の
周
囲
は
高
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
拝
殿
に
は
、
神
職
の
ほ
か
、
氏

子
総
代
、
宮
肝
煎
、
十
八
人
衆
肝
煎
、
宮
年
寄
な
ど
が
参
集
し
着
座
す
る
。
ま
ず
参

進
楽
が
奏
さ
れ
る
。
次
に
修
祓
で
、
祓
詞
の
後
、
祓
麻(

榊
枝
）
に
て
神
輿
、
神
職
、

参
列
者
を
順
に
祓
い
、
次
に
宮
司
祝
詞
奏
上
、
宮
司
拝
礼
、
参
列
者(

敬
神
会
長
、

総
代
、
参
列
者
代
表
）
が
拝
礼
す
る(

こ
こ
で
は
玉
串
は
用
い
ず
、
二
拝
二
拍
手
一

拝
の
み
）
。
次
に
出
御
で
あ
る
。
宮
司
が
本
殿
を
開
扉
し
、
神
職
が
オ
ー
と
い
う
警

蹕
を
か
け
る
中
、
御み

た

ま

し

ろ

霊
代
を
神
與
に
遷
す
。
こ
れ
を
二
度
行
い
、
神
輿
の
横
で
警
蹕

を
か
け
た
神
職
が
神
輿
御
扉
を
閉
じ
る
。

こ
う
し
て
神
輿
に
御
神
霊
を
遷
す
と
、
神
輿
の
渡
御
が
始
ま
る
。
神
輿
の
渡
御

行
列
の
順
は
、
先
頭
が
傘
鉾
で
あ
る
。
こ
れ
は
辰
巳
町
の
男
性
三
人
で
引
く
。
○辰
と

白
字
で
染
め
抜
い
た
赤
い
幔
幕
を
吊
り
下
げ
た
和
傘
で
、
頂
に
は
千
成
瓢
箪
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
車
輪
付
き
の
木
製
の
台
に
立
て
て
曳
行
す
る
。
次
が
台
旗
で

あ
る
。
こ
れ
は
七
津
屋
の
男
性
三
人
で
引
く
も
の
で
、
赤
地
に
金
糸
で
「
神
明
宮
祭

禮
七
ツ
屋
氏
子
」
と
刺
繍
さ
れ
た
旗
を
車
輪
付
き
の
木
製
の
台
に
立
て
て
い
る
。
次

が
四
本
の
旗
で
あ
る
。
こ
れ
は
横
町
が
出
す
も
の
で
、
男
性
四
人
が
緑
、
黄
、
赤
、

白
（
本
来
は
五
色
の
旗
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
紫
の
旗
が
欠
け
て
い
る
）
の
順
に
並

ん
で
付
き
従
う
。
次
が
獅
子
舞
で
あ
る
。
こ
れ
は
福
野
神
明
社
の
所
有
と
さ
れ
、
当

番
町
の
男
子
高
校
生
五
人
が
担
当
す
る
ム
カ
デ
獅
子
で
、
赤
の
獅
子
頭
を
も
つ
。
次

が
太
鼓
を
載
せ
た
木
製
の
台
車
で
御
蔵
町
の
男
性
二
人
が
担
当
す
る
。
こ
の
太
鼓
に

七
津
屋
か
ら
男
性
二
人
が
付
き
添
い
笛
を
担
当
す
る
。
次
が
荷
台
に
太
鼓
を
載
せ
た

ト
ラ
ッ
ク
で
神
職
二
人
が
乗
っ
て
太
鼓
を
叩
く
。ト
ラ
ッ
ク
に
は
幔
幕
が
張
ら
れ
る
。

次
が
荷
台
に
神
輿
を
載
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
る
。
御
祓
い
の
榊
枝
を
持
っ
た
神
職
が

先
を
行
き
、
神
輿
の
前
に
前
行
役
の
神
職
、
神
輿
の
す
ぐ
後
ろ
に
は
宮
司
が
扈
従
す

る
。
ま
た
神
輿
に
は
白
丁
を
着
け
た
男
性(

う
ち
一
人
は
拍
子
木
を
持
つ
）
が
付
き

従
う
。

渡
御
行
列
は
、
決
ま
っ
た
ル
ー
ト
に
従
っ
て
福
野
の
各
町
内
を
巡
幸
す
る
。
そ

の
際
、
沿
道
の
十
八
人
衆
肝
煎
、
宮
年
寄
、
氏
子
総
代
の
家
々
や
寺
院
な
ど
の
前
を

通
る
と
、
太
鼓
が
ひ
と
際
大
き
く
叩
か
れ
獅
子
が
舞
い
込
み
、
拍
子
木
が
叩
か
れ
て

神
輿
が
停
止
す
る
。
そ
し
て
、
御
捻
り
を
受
け
取
る
と
と
も
に
、
神
職
が
玄
関
先
で

一
揖
、
祓
、
一
揖
で
家
人
を
祓
い
、
神
輿
の
屋
根
の
四
隅
か
ら
垂
れ
た
綱
を
揺
ら
し

て
綱
に
つ
い
た
鈴
を
鳴
ら
す
。
そ
し
て
再
び
拍
子
木
が
叩
か
れ
る
と
神
輿
は
動
き
出

す
。
神
輿
を
迎
え
る
家
で
は
玄
関
口
な
ど
に
「
御
小
休
所
」
と
書
か
れ
た
紙
を
貼
っ

て
お
き
、
巡
幸
の
太
鼓
の
音
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
家
の
前
に
出
て
渡
御
行
列
を
迎

え
る
こ
と
が
多
い
。
巡
幸
は
定
期
的
に
小
休
憩
を
取
り
な
が
ら
一
七
時
過
ぎ
ま
で
行

わ
れ
る
。
な
お
、こ
の
間
、
福
野
神
明
社
で
は
神
輿
の
還
御
す
る
前
ま
で
に
殿
居
（
社16.還幸後鎮祭

15. 神輿の巡幸
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殿
に
残
る
留
守
居
役
の
神
職
）
が
神
饌
を
整
え
、
予
め
修
祓
を
行
う
。

第
八
項　

還
幸
後
鎮
祭

五
月
三
日
一
七
時
過
ぎ
、
神
輿
が
福
野
神
明
社
に
還
御
し
て
く
る
と
、
神
職
を

は
じ
め
氏
子
総
代
、
宮
肝
煎
、
十
八
人
衆
肝
煎
、
宮
年
寄
な
ど
が
拝
殿
に
着
座
す
る
。

先
ず
入
御
と
な
り
、
警
蹕
が
か
け
ら
れ
て
御
霊
代
が
御
本
殿
に
遷
さ
れ
、
次
に
宮
司

一
拝
に
合
わ
せ
一
同
一
拝
、
次
に
警
蹕
と
と
も
に
開
扉
、
次
に
献
饌
は
前
日
の
例
祭

と
同
様
に
神
饌
が
一
台
ず
つ
伝
供
さ
れ
る
。
本
殿
階
下
に
て
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
し

て
玉
串
拝
礼
を
し
、
次
に
参
列
者
の
玉
串
拝
礼
が
幣
殿
で
行
わ
れ
る
。
敬
神
会
長
、

総
代
、
役
員
が
一
人
ず
つ
拝
礼
す
る
。
そ
し
て
撤
饌
、
警
蹕
と
と
も
に
閉
扉
、
宮
司

一
拝
に
合
わ
せ
て
全
員
が
一
拝
す
る
。
次
に
宮
司
が
春
の
例
祭
を
恙
無
く
終
え
た
旨

の
挨
拶
を
行
い
、
全
員
で
直
会
を
行
っ
て
還
幸
後
鎮
祭
は
終
了
す
る
。

第
三
節　

福
野
神
明
社
関
係
の
役
職
と
氏
子
組
織

神
社
の
氏
子
の
範
囲
は
、
旧
東
礪
波
郡
福
野
町
福
野
の
範
囲
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。

こ
の
な
か
で
も
特
に
古
く
か
ら
の
町
内
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
が
敬
神

会
と
い
う
氏
子
組
織
で
あ
る
。
氏
子
総
代
は
、
宮
総
代
と
も
呼
ば
れ
、
横
町
一
人
、

新
町
一
人
、
上
町
・
七
津
屋
一
人
、
浦
町
・
辰
巳
町
一
人
の
計
四
人
い
る
。
敬
神
会
は
、

氏
子
総
代
四
人
の
筆
頭
一
人
が
会
長
を
務
め
、
そ
の
下
に
順
に
宮
肝
煎
（
県
・
市
会

議
員
や
十
八
人
衆
肝
煎
な
ど
）
二
〇
人
ほ
ど
、
宮
年
寄
一
四
人
と
い
う
役
職
者
が
い

る
。宮

肝
煎
は
、
福
野
に
在
住
す
る
富
山
県
会
議
員
や
南
砺
市
会
議
員
な
ど
に
当
て

職
と
し
て
つ
け
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
十
八
人
衆
肝
煎
か
ら
な
る
。
十
八
人
衆
肝
煎

は
、
納
税
額
が
多
い
な
ど
一
定
の
資
産
を
も
ち
、
寄
付
金
な
ど
も
多
い
人
一
八
人
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
町
の
有
力
者
で
あ
り
、
か
つ
て
は
あ
る
程
度
固
定
さ
れ
て
い
た

が
、
明
治
時
代
以
降
は
納
税
額
な
ど
を
指
標
と
し
つ
つ
も
若
干
の
変
化
も
あ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

宮
年
寄
は
、
福
野
の
中
心
部
を
一
～
一
五
の
区
に
分
け
た
う
え
で
、
九
区
の
二

日
町
を
除
外
し
た
一
四
の
区
か
ら
一
人
ず
つ
選
出
さ
れ
る
代
表
者
で
一
四
人
い
る
。

任
期
は
二
年
で
あ
る
。

な
お
、
調
査
時
の
町
内
ご
と
の
敬
神
会
役
員
の
内
訳
と
人
数
を
み
る
と
、
御
蔵

町
（
一
区
）
は
宮
年
寄
一
人
、
浦
町
（
二
・
三
・
四
区
）
は
、
宮
総
代
一
人
、
十
八
人

衆
肝
煎
四
人
、
宮
年
寄
三
人
、
辰
巳
町
（
五
区
）
は
、
十
八
人
衆
肝
煎
二
人
、
宮
年

寄
一
人
、
横
町
（
六
・
七
・
八
区
）
は
、
宮
総
代
一
人
、
十
八
人
衆
肝
煎
六
人
、
宮
年

寄
三
人
、
上
町
（
一
〇
区
）
は
、
宮
総
代
一
人
、
十
八
人
衆
肝
煎
二
人
、
宮
年
寄
一

人
、
七
津
屋
（
一
一
・
一
二
・
一
三
区
）
は
、
宮
肝
煎
（
県
議
）
一
人
、
十
八
人
衆
肝

煎
三
人
、
宮
年
寄
三
人
、
新
町
（
一
四
・
一
五
区
）
は
、
宮
総
代
一
人
、
宮
肝
煎
（
市

議
）
一
人
、
十
八
人
衆
肝
煎
一
人
、
宮
年
寄
二
人
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
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